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伊方原発広島裁判がいよいよはじまります。 

私たちは、福島原発事故５周年当日の３月１１日広島地裁に、２つの訴えを同時に

起こしました。 

 

①四国電力伊方原発１号機から３号機の運転差止を求める訴訟 

②同３号機の運転差止を求める仮処分命令申立 

 

このうち、仮処分命令申立の第１回審尋（通常の裁判でいう公判）が４月２８日（木）

午後３時と決定いたしました。 

 

私たちは①の訴訟で日本政府を初めとする原発推進勢力、そして直接的には四国電

力をじっくり攻め上げ、②の仮処分申立で伊方原発３号機を即運転停止に追い込む両

面作戦を採用しました。裁判の過程では伊方原発の危険性、原発一般の切迫した危険

性を明確にするつもりです。 

 

そのうち仮処分の審理がいよいよ始まります。 

 

仮処分は決定が出ると同時に即伊方３号機は停まります。 

 

政府の意向や、原子力規制委員会の決定、あるいは愛媛県、伊方町の動向がどうあ

れ勝てば伊方３号機は即停まります。 

 

勝つにはみなさまの強力なご支援・ご支持が必要です。広島市民を中心とするみな

さまの強力なご支援・ご支持なしにはこの裁判に勝つことはできません。 

 

「勝てば即停まる」―― このことは、２０１５年４月１４日の福井地裁関西電力

高浜原発３・４号機運転差止仮処分命令、２０１６年３月９日の大津地裁関西電力高

浜３・４号機の運転差止仮処分命令で現実の出来事となりました。 

 

私たちの力で現実に原発を停めることができるのです。 

 

みなさまのご支援・ご支持をよろしくお願いいたします。 
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